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取組方針 

目指すべき将来像である「こどもまんなか社会の実現」に向けて、７つの基本目標

を設定し、それぞれで実施する施策を示します。なお、それぞれの基本目標において

実施する事業は、本事業計画に位置づけ、計画の進行管理と併せて進捗状況の評価・

管理を行います。 

 

将来像 基本目標 施策の内容等 

こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会
の
実
現 

基本目標１ 

こども・若者ひとりひとりの

成長を支える環境の整備 

（１）こども・若者の居場所づくりの推進 

（２）特色ある教育・学校づくり 

（３）人権教育・啓発の推進 

（４）いじめ・不登校・自殺などへの対応 

（５）心身の健康づくりへの支援 

基本目標２ 

こども・若者の希望を叶える

取組 

（１）こども・若者のスポーツ・芸術・文化活動の支援 

（２）こども・若者の国内外交流の推進 

（３）こども・若者の社会的活動の支援 

基本目標３ 

困難を抱えるこども・若者、家

庭への支援 

（１）困難を抱えるこども・若者、家庭への包括的な支援 

（２）こどもへの虐待防止対策の推進 

（３）ヤングケアラー対策の推進 

（４）こどもの貧困対策の推進 

（５）ひとり親家庭等の自立支援 

（６）特別な支援を必要とするこども・若者への対応 

基本目標４ 

健やかな成長と安心して子育

てできる環境づくり 

（１）子育てに対する支援体制の整備 

（２）母子の健康づくりへの支援 

基本目標５ 

結婚応援、子育て支援に取り

組む気運の醸成 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

（２）結婚の希望を叶える取組 

（３）少子化対策に向けた取組 

基本目標６ 

安全・安心な子育て環境の整

備 

（１）安心して楽しく利用できる遊び場の整備 

（２）犯罪・交通事故等のない安全なまちづくりの推進 

（３）こどもを取り巻く有害環境対策などの推進 

基本目標７ 

地域で進める「こどもまんな

か」まちづくり 

（１）こども・若者の意見を聴く気運の醸成 

（２）地域全体におけるこども・子育て支援の促進 
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基本目標１ こども・若者ひとりひとりの成長を支える環境の整備 

■特に関連する事業 

関連事業名 施策の内容 担当課 

放課後児童健全育成

事業 

昼間労働等により、保護者が家庭にいない小学生を対象に、適

切な遊びや生活の場を与えて情緒を豊かにし、集団生活を通じて

社会性と自主性を培うことにより、児童の健全育成を図ります。 

こども課 

放課後子ども教室推

進事業 

地域の多様な方々の参画を得て、放課後や週末の活動を中心に

学校の余裕教室等を活用して、こどもたちとともに学習やスポー

ツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組を推進します。 

生涯学習課 

こどもの居場所対策

推進事業 

既存施設の有効活用等を通じ、様々な事情から学校に通えない

児童生徒の居場所対策を推進します。 
こども政策課 

小中学校特別非常勤

講師配置事業 

小･中及び義務教育学校の教科等に関する専門的知識・技能を

有し、教育に熱意のある講師を配置し、教員と協力し合いながら、

教科、道徳、小学校における英語活動の授業を行うなど、知識や

技能の向上や豊かな人間性を身に付けるための支援をします。 

学校教育課 

外国青年英語指導助

手指導事業 

外国青年英語指導助手（ＡＬＴ）が各小中学校を訪問し、日本

人教師と共同で英語の授業を行うことにより、児童生徒の興味・

関心を高め、「聞く」「話す」などの英語によるコミュニケーシ

ョン能力の向上を図ります。 

学校教育課 

さわやか教育指導員

配置事業 

佐野市における心の教育推進事業の１つとして、小中学校に教

育指導員を配置し、不安や悩みを抱えた児童生徒や特別な教育的

支援が必要な児童生徒に対し、教育相談や学校での活動の支援を

通して、健全な心の育成や特別支援教育の充実を図ります。 

学校教育課 

さわやか健康指導員

配置事業 

佐野市における心の教育推進事業の１つとして、小中学校の児

童生徒の心身の健康にかかわる問題や保健教育活動全般にわた

り、養護教諭の補助的な役割を担う健康指導員を配置して、保健

教育活動の一層の充実を図ります。 

学校教育課 

日本語教室事業 

佐野小学校内に佐野市日本語教室を設置し、外国人児童生徒が

日本の生活習慣や学校生活にスムーズに適応できるように指導・

支援するとともに、母国の文化や言葉、歴史などに誇りがもてる

よう、日本の児童生徒に紹介する機会の設定、個人面談等を行い

ます。 

学校教育課 

心の教育推進事業 

佐野市のこどもの健全育成のために、「心のさのし合言葉」の

ポスターの校内掲示やクリアファイルの児童への配布等の啓発

活動を通して、学校・家庭・地域社会が連携して、こどもたちの

心の教育の推進を図ります。 

学校教育課 

キャリア教育推進事

業 

小学校５・６年生及び中学校１年生・義務教育学校７年生を対

象として、児童生徒が企業・事業所等を訪問したり、企業等の職

員が学校を訪問したりするなどの社会で活躍する魅力的な大人

に接する機会を設定し、職業教育を行います。 

学校教育課 

小学校児童フッ化物

洗口事業 

児童のむし歯を予防し、歯の健康の保持・増進を図ります。ま

た集団生活の場を通して口腔清掃を習慣づけ、歯科疾患の予防を

図ります。 

学校教育課 

小中学校準教科書給

与事業 

小学校５・６年生を対象に、児童の学習を充実させる資料とし

て、体育科と社会科の準教科書を配布し、授業等で活用します。 
学校教育課 

人権推進啓発事業 

様々な人権問題とともに、こどもの人権尊重意識の普及高揚を

図るため、街頭において啓発リーフレット・啓発物品を配布しま

す。 

人権・男女共同

参画課 



 

3 

 

関連事業名 施策の内容 担当課 

人権擁護委員活動支

援事業 

年２回、「定例困りごと・人権相談」において、こども人権委

員（人権擁護委員）によるこども人権相談所を開設し、こどもの

人権にかかわる問題（虐待、いじめ、不登校等）の相談に応じま

す。 

人権・男女共同

参画課 

人権教育研究会運営

事業 

人権教育研究指定校を指定し、学校教育における人権教育の在

り方を研究します。その研究成果を市内小中学校に発表し、各学

校の人権教育の充実を図ります。 

学校教育課 

集会所子ども学習会

開催事業 

小・中学生を対象に主要教科の学習及び幅広い人権学習を行

い、基礎学力の向上と人権意識の高揚を図るとともに、自主的・

実践的行動力の育成を図ります。 

隣保館 

不登校児童生徒支援

教室運営事業 

登校に不安がある児童生徒ひとりひとりに合った活動を実施

しながら、社会的自立の基礎となる力を身に付けるための指導や

支援を行います。 

教育センター 

心の教室相談員活用

事業 

児童生徒が悩み等を気軽に話せ、ストレス等を和らげることの

できる第三者的な存在となり得る心の教室相談員を市内の小学

校に配置し、児童生徒が心のゆとりをもてるような環境をつくり

ます。 

教育センター 

スクーリング・サポ

ート事業 

教育センターにスクーリングサポーターを配置し、学校に対す

る支援、並びに保護者・児童生徒に対する助言・援助等を行い、

特別な教育的支援を必要とする児童生徒の支援を行います。 

教育センター 

教育相談事業 

幼児及び児童生徒の心身の健全な育成を図るため、教育上の問

題や悩みをもつ児童生徒及び保護者等を対象に相談支援を行い

ます。 

教育センター 

巡回相談事業 

特別な支援や配慮が必要な児童生徒を対象にした巡回相談、発

達検査を実施し、学校や保護者への指導助言を通して、対象児童

生徒への支援の充実を図ります。 

教育センター 

母子健康相談事業 
小・中学生を対象に、生命の尊重や性に関する知識の普及を図

るため、学校保健と連携し、思春期講座や相談支援を行います。 
こども政策課 

家庭教育推進講座開

催事業 

こどもをもつ保護者等を対象に、家庭における教育力の向上を

目指し、家庭教育に関する講座や情報提供、研修会を開催します。 
生涯学習課 

公民館親と子の交流

活動事業 

こどもの情操を豊かにし、心身の健全な成長を図り、親と子の

心の交流と連帯を深めるため読書活動、各種学習のグループ活動

を行います。 

生涯学習課 

食育推進事業 

保育所等や学校給食への取組の充実（旬を知る、安全な食材、

地場野菜の導入）をはじめ、食に関する学習や情報提供を推進し

ます。 

農政課 

学校給食研究会運営

事業 

学校給食に関する研究・改善向上のための研究会に対し交付金

を交付し、給食主任研修会等を開催するなど、学校における食育

の推進を図ります。また、学校給食における地元産食材の活用に

より、安心・安全な学校給食の提供を行います。 

学校管理課 

健康長寿推進事業 
関係機関と連携し、「さの健康 21 プラン」に基づき、こどもの

頃からの健康づくりの推進に努めます。 
健康増進課 

健康サポートさの活

動推進事業 

親子が共に食事の大切さを学べ、親子のコミュニケーションの

場となる調理体験の機会を提供します。また、多種多様な情報が

溢れる中、正しい情報を提供します。 

健康増進課 
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基本目標２ こども・若者の希望を叶える取組 

■特に関連する事業 

関連事業名 施策の内容 担当課 

スポーツ教室開催事

業 

こどもから成人までを対象にスポ－ツに親しむ機会と交流の

場を提供し、青少年の健全育成及び健康増進を図ります。 
スポーツ推進課 

スポーツ少年団支援

事業 

学校の枠を越え、地域でスポーツを楽しみながら、日々の交流

活動を通して、礼儀や社会のルールを学ぶ活動を支援します。 
スポーツ推進課 

作原野外活動施設指

定管理事業 

スポーツやレクリエーションを通して、市民の健康と体位の向上

並びに青少年の健全育成をはかる施設として開設します。 
生涯学習課 

アストロカー管理運

営事業 

天体観測車アストロカー「シリウス」を活用して、児童館やこ

どもの国、育成会のイベント等において、天体観測会（太陽黒点・

月や星座など）を実施します。 

こども課 

子どもふれあい文化

芸術事業 

こどもたちの豊かな心を育むため、アウトリーチ事業（市内小

学校への訪問事業）を行い、間近で本物の音楽や美術等に触れる

機会を提供します。 

文化推進課 

全国大会等出場者支

援事業 

本市のスポーツ・芸術・文化活動の充実を図るため、全国大会

等に出場する個人・団体に奨励費を交付し、小学校、中学校及び

高等学校の部活動を奨励します。 

スポーツ推進課 

文化推進課 

図書館等指定管理事

業 

おはなし会をはじめ、様々な行事を通して、読書のきっかけを

つくり、読書習慣の育成を図ります。また、読書を通してこども

の豊かな感性を育てます。 

生涯学習課 

郷土博物館指定管理

事業 

市内の小学校３・４・６年生が、学習進度に合わせて郷土博物

館の展示資料を見学し、学習の効果を高めるとともに、郷土に対

する理解を深めます。 

文化財課 

国際戦略推進事業 

交流人口の増加や経済交流の促進につなげる海外展開を進め

るとともに、多文化共生の地域づくりの土壌となる「佐野市国際

戦略」を策定し、それに基づき、国際的な視野を持つ人材育成に

取り組みます。 

政策調整課 

ファンガレイ市中学

生交流事業 

次代を担う本市の中学生をニュージーランド・ファンガレイ市

に派遣し、異文化体験を通して、英語力やコミュニケーション能

力の向上、グローバルな視野と感覚の醸成等を図ります。 

学校教育課 

佐野・芦屋青少年交

流事業 

茶釜の産地として共通の文化をもつ福岡県芦屋町と本市の青

少年が、様々な交流を通して互いの文化や歴史を学ぶとともに、

社会性・協調性を養います。 

生涯学習課 

部活動地域移行推進

事業 

中学生期のこどもたちが興味・関心のあるスポーツ・文化芸術

活動に継続して親しむことができるよう「部活動地域移行推進計

画《佐野モデル》」に基づき、学校部活動を地域へ展開し、地域

クラブ活動へと段階的に移行を進めます。 

教育総務課 
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関連事業名 施策の内容 担当課 

資格試験等受験料助

成事業 

大学等の学生・生徒の能力向上を図るとともに、就業機会の拡

大を図るため、資格試験等の受験料の全額を助成します。 
教育総務課 

奨学資金貸付事業 
経済的理由により、大学等へ進学することが困難な学生に、学

資を貸与します。 
教育総務課 

佐野市奨学金返済助

成事業 
貸与された佐野市奨学金返済額の一部を助成します。 教育総務課 

小中学校部活動支援

事業 

佐野市立小・中学校部活動連絡協議会に部活動の活性化を図る

ために補助金を交付し、各学校の部活動の運営に要する経費の補

助、大会出場に要する経費の補助として活用します。 

学校教育課 

子どもの郷土愛醸成

事業 

各学校でのふるさと学習の取組を集約したカレンダーを作成

して各教室に掲示し、各学区にある伝統文化の共通理解を深め、

子どもの郷土愛醸成を図ります。 

学校教育課 

クリケット国際交流

事業 

イギリスのマリルボーンクリケットクラブからクリケットの

指導者を招致し、主に市内小学校等児童を対象に、英語によるク

リケット体験や英国文化を学ぶことを通じ、英語に親しむなど国

際交流につなげます。 

スポーツ推進課 

中学生マイ・チャレ

ンジ（職場体験）事業 

中学２年生が地域の事業所等において、３日間の職場体験等を

行い、地域の人々とのかかわりを主とした社会体験活動を行いま

す。 

学校教育課 

二十歳のつどい開催

事業 

二十歳を祝うとともに、責任ある市民としての自覚を促すこと

を目的として、二十歳のつどいを開催します。 
生涯学習課 

子ども会ジュニアリ

ーダー研修会開催事

業 

子ども会において中心的な役割を担う小学校及び義務教育学

校５・６年生を対象に、多彩な体験機会等を通して、ジュニアリ

ーダーとしての知識や技術を学ぶことにより、子ども会活動の活

性化と進展を図ります。 

生涯学習課 

高校生プロジェクト

推進事業 

高校生たちが主体的にシティプロモーションに取り組むこと

により、市への愛着を高めます。市は、この活動を支援すること

で、若年層の地域定着を促進します。 

広報ブランド推

進課 

大学との地域連携事

業 

大学等高等教育機関に蓄積された知的財産をより有効に活用

するため、大学等との連携を図ります。 

広報ブランド推

進課 

大学等活性化支援事

業 

大学等が特徴を活かして行う魅力づくりに対して補助金を交

付し、市内大学等の活性化を図ります。 
総合戦略推進室 
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基本目標３ 困難を抱えるこども・若者、家庭への支援 

■特に関連する事業 

関連事業名 施策の内容 担当課 

こども家庭センター

運営事業 

母子保健機能と児童福祉機能を一体化し、妊娠期から子育てに

関する相談対応を行い、個々の家庭に応じた切れ目ない支援を行

うための包括的、継続的な支援体制の充実・強化を図ります。 

こども政策課 

要保護児童対策地域

協議会運営事業 

佐野市要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関と連携

し、児童虐待等の早期発見に努め、対象児童に対する適切な支援

を行います。また、市民に対する虐待防止啓発のため、講演会の

開催や啓発チラシ、虐待防止啓発リーフレットの作成、配布を行

います。 

こども政策課 

親子関係形成支援事

業 

こどもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護

者等に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、

心身の発達状況等に応じた情報提供、相談、助言を行います。 

こども政策課 

特別障害者手当等給

付事業 

日常生活において常時の介護を必要とする重度の児童に障害

児福祉手当を支給するとともに、20 歳以上の障がい者に特別障害

者手当を支給することにより、福祉の増進を図ります。 

障がい福祉課 

難病患者等福祉手当

給付事業 

原因不明で治療方法が確立されていない難病にり患した方に

手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的として

実施します。児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病にり患した

児童等に対し、年額２万円の手当を支給します。 

障がい福祉課 

介護給付事業 

身近な地域で自立した生活が送れるよう、障がいのある方に対

し、居宅介護（ホームヘルプ）・行動援護・短期入所（ショート

ステイ）のサービスを提供します。 

障がい福祉課 

障がい児通所給付事

業 

発育・発達に支援を必要とする児童を対象に日常生活における

基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。児童

福祉法に定める児童発達支援、放課後等デイサービスによる支援

を提供します。 

障がい福祉課 

移動支援事業 
障がいのある方が身近な地域で社会参加できるよう、外出の支

援を行います。 
障がい福祉課 

日中一時支援事業 

日中、障がい福祉サービス事業所において、障がい者等の家族

の就労を支援したり、または家族の一時的な休息のために、障が

い児の見守りを行い、また、社会に適応するための日常的な訓練

などを行います。 

障がい福祉課 

訪問入浴サービス事

業 

施設通所による入浴や自宅での入浴が困難な障がい児の自宅

を訪問し、入浴サービスの支援を行います。 
障がい福祉課 

補装具費支給事業 
身体機能を補い、日常生活や就学・就労をしやすくするため、

補装具の購入または修理に要する費用の支給を行います。 
障がい福祉課 

日常生活用具等給付

事業 

在宅の障がいのある方に日常生活用具を給付することにより、

日常生活上の便宜を図ります。 
障がい福祉課 

ひきこもり相談支援

事業 

ひきこもり当事者や家族からの相談を受け、必要な助言や情報

提供を行い、適切な支援が受けられるよう支援します。 
障がい福祉課 
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関連事業名 施策の内容 担当課 

児童補聴器購入費等

支援事業 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の

補聴器購入費等の一部を助成します。 
障がい福祉課 

障がい児相談支援給

付事業 

障がい児に対し、障害児通所支援を利用するためのあっせん・

調整などを行うための計画を作成します。 
障がい福祉課 

育成医療費給付事業 
身体に障がいのある児童に対し、その障がいを除去・軽減する

医療にかかる医療費の自己負担分を軽減します。 
障がい福祉課 

小児慢性特定疾病児

日常生活用具給付事

業 

在宅の小児慢性特定疾病児に対して日常生活用具を給付する

ことにより、日常生活の便宜を図ります。 
障がい福祉課 

特別支援学級支援員

配置事業 

特別支援学級に支援員を配置し、児童生徒の自立に向けた支援

を行います。 
学校教育課 

学習支援事業 

学習の機会に恵まれない生活困窮世帯のこどもに対し、学習の場

や機会を提供し、学力向上や家庭学習の習慣づけ、高等学校への進

学を支援することにより貧困の連鎖を防止します。 

社会福祉課 

ヤングケアラー対策

事業 

ヤングケアラーの早期把握及び適切な支援に繋ぐために、要保

護児童対策地域協議会を活用し、ヤングケアラーコーディネータ

ーと学校等関係機関が緊密に連携し、正しい理解の促進に努め、

ヤングケアラー自身が声を上げられる相談支援体制の確立を図

ります。 

こども政策課 

子育て世帯訪問支援

事業 

家事・育児等に対して不安や負担感を抱えている家庭やヤング

ケアラーのいる家庭等に訪問支援員が訪問し、不安や悩みを傾聴

するとともに、家事や育児への支援を実施します。 

こども政策課 

養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要と認められる児童やその保護者及び妊婦

等に対し、訪問により、養育に関する相談、指導、助言を行いま

す。 

こども政策課 

子育て短期支援事業 

保護者が疾病、出産、看護等の社会的理由または育児ストレス

により、家庭での養育が一時的に困難となった場合等に、児童養

護施設等または里親家庭において児童を短期間（原則として月に

７日以内）預かる事業です。 

また、児童の養育方法等に支援を要する母子を母子生活支援施

設に短期間受け入れし、支援を行う事業です。 

こども政策課 

児童扶養手当支給事

業 

父母の離婚や死亡等によって父または母と生計を同じくして

いない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童が、

心身ともに健やかに育成されることを目的として手当を支給し

ます。 

こども課 

遺児手当支給事業 
両親が死亡、または父・母のどちらかが死亡した児童を養育す

る方に対して、児童１人につき月額 3,000 円を支給します。 
こども課 
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関連事業名 施策の内容 担当課 

ひとり親家庭医療費

助成事業 

ひとり親家庭の方が医療機関などを受診した場合に、保険診療

の一部負担金を助成します。 
こども課 

母子・父子・寡婦自立

支援事業 

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭等からの相談に

対し、必要な情報提供や指導を行い、自立を支援します。また、

母子父子寡婦福祉資金貸付の相談・指導を行い、自立を図ります。 

こども政策課 

佐野市母子寡婦福祉

連合会支援事業 

ひとり親家庭等の生活の安定や自立に向けて、地域における支

援活動を行っている「佐野市母子寡婦福祉連合会」を支援します。 
こども政策課 

自立相談支援事業 

生活困窮者が生活保護に至る前に、困窮状態から早期に脱却す

ることを支援するため、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な

支援を実施し早期自立を目指します。 

社会福祉課 

住居確保給付金給付

事業 

離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を

喪失している者又は喪失のおそれのある者に対し、有期で家賃相

当額を支給します。（自立相談支援事業の就労支援と付帯が条件） 

社会福祉課 

母子家庭等自立支援

給付金給付事業 

就職に有利な資格取得を目指す母子家庭の母または父子家庭

の父に対し、経済的な自立を支援するため、以下を給付します。 

・自立支援教育訓練給付金 

・高等職業訓練促進給付金 

・高等職業訓練修了支援給付金 

こども政策課 

母子生活支援施設入

所事業 

18 歳未満のこどもを養育している母子家庭の母等が、生活上の

問題のために何らかの支援が必要な場合に、母子で入所を依頼す

ることができ、施設において、母子に対して心身と生活を安定す

るための援助をしながら自立を支援します。 

こども政策課 

小学校就学援助事業 

学校教育活動において、経済的に支障をきたしている小学生の

保護者に対して、給食費・学用品費等を支給します。また、特別

支援学級に在籍している児童の保護者に対して所得額に応じて、

給食費・学用品費等の一部を支給します。 

学校教育課 

中学校就学援助事業 

学校教育活動において、経済的に支障をきたしている中学生の

保護者に対して、給食費・学用品費等を支給します。また、特別

支援学級に在籍している生徒の保護者に対して所得額に応じて、

給食費・学用品費等の一部を支給します。 

学校教育課 
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基本目標４ 健やかな成長と安心して子育てできる環境づくり 

■特に関連する事業 

関連事業名 施策の内容 担当課 

保育所運営事業 

公立の保育所において、保護者の就労や疾病などの理由により

家庭で保育を受けられない児童に対し、保護者に代わって保育を

実施します。 

県・市独自の制度により、３～５歳児の第２子以降のこどもの

副食費と、０～２歳児の第２子以降のこどもの保育料を無償化

し、保護者の経済的負担を軽減します。 

保育課 

特定保育施設等給

付事業 

民間の保育所等において、保護者の就労や疾病などの理由によ

り家庭で保育を受けられない児童に対し、保護者に代わって保育

を実施します。 

県・市独自の制度により、３～５歳児の第２子以降のこどもの

副食費と、０～２歳児の第２子以降のこどもの保育料を無償化

し、保護者の経済的負担を軽減します。 

保育課 

特定教育施設等給

付事業 

認定こども園に通う幼稚園籍の園児に対し、国の基準による施

設運営に要する費用の給付を行い、保護者の経済的負担を軽減し

ます。 

保育課 

私立幼稚園等副食

費補足給付事業 

認定こども園に通う３～５歳児のうち低所得者世帯及び第２

子以降のこどもの副食費を免除し、保護者の経済的負担を軽減し

ます。 

保育課 

教育施設等利用給

付事業 

認定こども園に通う保育の必要な幼稚園籍の児童の預かり保

育料の一部を補助します。 
保育課 

保育施設等利用給

付事業 

保育の必要な児童で、市の確認を受けた認可外保育施設、預か

り保育等を利用している児童に対し、利用料の一部を補助しま

す。 

保育課 

私立幼稚園預かり

保育料減免事業 

認定こども園の幼稚園籍の園児の保護者に対し、経済的負担を

軽減するため、月額 1,000 円を上限に預かり保育料の一部を助成

します。 

保育課 

民間保育所特別保

育運営支援事業 

通常保育に係る経費の一部や１歳児担当保育士の増員、アレル

ギーのある児童への給食に係る経費等の一部を民間の保育所等

に補助します。 

保育課 

広域保育事業 

市外の保育所等において、保護者の就労や疾病などの理由によ

り家庭で保育を受けられない児童に対し、保護者に代わって保育

を実施します。 

県・市独自の制度により、３～５歳児の第２子以降のこどもの

副食費と、０～２歳児の第２子以降のこどもの保育料を無償化

し、保護者の経済的負担を軽減します。 

保育課 

地域子ども・子育て

支援事業 

子ども・子育て支援法に規定された、子ども・子育て支援事業

のうち、特に必要性の高い事業（一時保育、時間外保育、地域子

育て拠点事業、利用者支援事業、病児保育事業等）を重点的に実

施します。 

保育課 

私立幼稚園地域子

育て推進事業 

認定こども園が、地域の子育て推進のため実施する事業につい

て、実施施設に対して補助を実施します。 
保育課 
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関連事業名 施策の内容 担当課 

私立幼稚園支援事

業 

認定こども園について、幼児教育環境充実化のための施設整備

や、健康発達面において特別な支援を要するこどもを受け入れる

認定こども園に、その経費の一部を補助します。 

保育課 

妊産婦医療費助成

事業 

妊産婦の方が医療機関などを受診した場合に、保険診療の一部

負担金を助成します。 
こども課 

養育医療費給付事

業 

出生時の体重が 2,000グラム以下または身体が未熟なまま出生

した乳児で、指定医療機関の医師が入院・養育の必要を認めた場

合に、養育に必要な医療費を給付します。 

こども政策課 

こども医療費助成

事業 

18 歳に達して最初の３月 31 日までのこどもが医療機関などを

受診した場合に、保険診療の一部負担金を助成します。 
こども課 

児童手当支給事業 
18 歳に達して最初の３月 31 日までの児童を養育している方

に、年齢に応じた手当を支給します。 
こども課 

子宝祝金支給事業 
次世代を担う子の出産を奨励し、豊かで活力のあるまちづくり

を推進するため、お子さんの出産に対し子宝祝金を支給します。 
こども課 

母子健康手帳交付

事業 

母と子の一貫した健康管理と健康の保持増進のため、母子健康

手帳を交付しています。必要に応じ、外国語版（９か国語）母子

健康手帳を交付します。 

こども政策課 

乳児健康診査事業 

疾病や障がいの早期発見・早期対応、育児支援を図るため、１

か月児及び４か月児、９か月児を対象に成長段階に合わせた乳児

健康診査を実施します。 

こども政策課 

幼児健康診査事業 

疾病や障がいの早期発見・早期対応、育児支援を図るため、１

歳６か月児及び３歳児を対象に成長段階に合わせた乳幼児健康

診査を実施します。 

こども政策課 

股関節脱臼検診事

業 

生後３～４か月の乳児を対象に股関節部Ｘ線検査を実施し、疾

病の早期発見に努めます。 
こども政策課 

発達支援事業 

発達に不安をもつ保護者やこどもを対象に、こどもの発達段階

にあったかかわり方の教室を実施し、保護者の心の安定とこども

の発達を促します。 

こども政策課 

のびのび発達相談

事業 

発達障がい児の早期発見や適切な支援を行うことを目的に、５

歳児を対象に発達相談を行います。 
こども政策課 

母子健康相談事業 

育児力の向上及び育児不安の軽減を図るため、子育て中の親子

を対象に専門職による相談事業等を行います。また、育児不安の

強い保護者に対して、こころの相談を行います。 

こども政策課 
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関連事業名 施策の内容 担当課 

任意予防接種事業 
対象年齢のこどもに対し、任意予防接種費用の一部を助成しま

す。 
健康増進課 

定期予防接種事業 
予防接種法で定められた対象年齢の方に対し、定期予防接種を

実施し、その費用を公費負担します。 
健康増進課 

不妊治療費助成事業 
こどもを望む夫婦に対し、不妊症治療に係る費用の一部を助成

します。 
こども政策課 

不育症治療費助成事

業 

こどもを望む夫婦に対し、不育症治療に係る費用の一部を助成

します。 
こども政策課 

ブックスタート事業 

乳児健診時等において、親子で本に親しむきっかけづくりのた

め、読み聞かせの大切さ等を説明し、読み聞かせの実演後、絵本

をプレゼントします。 

こども政策課 

妊産婦健康診査事業 

産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図る観点から、母体

の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状況を把握するための

産婦健康診査を行い、その費用の一部を公費負担します。 

こども政策課 

産後サポート事業 

産後、様々な状況から支援が必要となる母親に対して、宿泊や

通所、訪問により、個々の状況に応じた心身のケアや育児サポー

トを行います。 

こども政策課 

ママパパ学級事業 
初妊婦及びその家族を対象に、保健師・助産師・栄養士による

保健指導の他、夫婦で参加できる体験学習を実施します。 
こども政策課 

出産・子育て応援事

業 

妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援と併せ

て、経済的な支援を一体として実施します。 
こども政策課 

乳児家庭全戸訪問事

業 

出産後間もない時期の養育者及び乳児の家庭を全戸訪問する

ことで、保健指導・相談を通じた育児状況の把握及び母子の生活

背景に応じた保健指導を実施し、育児負担の軽減を図るととも

に、児童虐待や産後うつの兆候の早期発見及び支援に努めます。 

こども政策課 

新生児聴覚検査事業 
出生後間もない新生児期に行う聴覚検査費用を助成すること

により、聴覚異常の早期発見を行います。 
こども政策課 

佐野休日・夜間緊急

診療所運営支援事業 

日曜・祝日及び夜間における急患の診察を行う佐野休日・夜間

緊急診療所の運営費補助を行うことにより、医療体制の推進を図

ります。 

健康増進課 
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関連事業名 施策の内容 担当課 

両毛救急医療圏二次

救急医療推進事業 

第二次救急医療及び小児二次救急医療体制の推進を図ります。

事業の実施にあたっては、足利市と共同で行います。 
健康増進課 

佐野休日歯科診療所

指定管理事業 

佐野休日歯科診療所へ指定管理者制度を導入し、休日における

歯科診療の不安の解消を図ります。 
健康増進課 
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基本目標５ 結婚応援、子育て支援に取り組む気運の醸成 

■特に関連する事業 

関連事業名 施策の内容 担当課 

婚活イベント開催

事業 

出会いや結婚の希望を叶える取組として、婚活イベントや出会

いの場を創出するイベントを業務委託等により実施します。 
こども政策課 

とちぎ結婚支援セ

ンター登録支援事

業 

結婚の希望を叶えるため、とちぎ結婚支援センターに登録する

際の登録料の一部を助成します。 
こども政策課 

とちぎ結婚支援セ

ンター運営参画事

業 

出会いから結婚・妊娠・出産につながるよう、県及びとちぎ結

婚支援センターと連携し、出会い、結婚支援等の情報を発信して

いきます。 

こども政策課 

男女共同参画啓発

事業 

ワーク・ライフ・バランスを推進するため、男女がともに協力

して家事・子育て・介護等を担い、家庭生活と職業生活・地域活

動の両立が図れるよう、講座の開催や情報提供を行います。また、

仕事と生活の両立支援や男女がともに働きやすい職場環境づく

りへの啓発を積極的に実施します。 

人権・男女共同

参画課 

女性活躍推進事業 

働く女性が、仕事と家庭生活の両立を図り、その能力を十分に

発揮できるよう、女性のキャリアアップ講座を開催します。 

また、子育てや介護等を理由に離職した女性の再就職を支援す

るため、相談会やセミナーを開催します。 

人権・男女共同

参画課 

働きやすい職場づ

くり啓発事業 

働きやすい職場環境づくりの意識啓発や職場の環境改善を進

めるうえでの諸制度の周知を行い、市内企業の人材確保や従業員

の職場定着等を図ります。 

産業政策課 

結婚新生活支援事

業 

結婚に踏み切れない主な原因が経済的理由であることを踏ま

え、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活の経費（新居の家賃、引

っ越しの費用等）の一部を補助します。 

総合戦略推進室 

移住支援事業 

東京圏からのＵＩＪターンの促進及び地方の担い手不足対策

のため、東京 23 区在住者又は通勤者が本市に移住し中小企業等

に就業又は起業した際等に、移住支援金を交付します。 

総合戦略推進室 

若者移住・定住促進

事業 

市内への転入及び定住促進を図るため、市外に居住する若者夫

婦又は子を持つ若者世帯が市内で住宅を取得し、定住を図る場合

等に補助金を交付します。 

総合戦略推進室 

 

  



 

14 

 

基本目標６ 安全・安心な子育て環境の整備 

■特に関連する事業 

関連事業名 施策の内容 担当課 

農村公園維持管理事

業 

農村居住者の健康増進と憩いの場を提供するため、また、こど

もが安心して遊べるよう、遊具の安全点検や清掃等の維持管理を

行います。 

農山村振興課 

公園維持管理事業 
公園でこどもが安心して遊べるよう、遊具の安全点検や施設点

検を行います。 
都市整備課 

公園施設長寿命化事

業 

こどもがより安心して遊べるよう、佐野市公園施設長寿命化計

画に基づき、公園施設の補修・更新を行います。 
都市整備課 

町会等設置遊園地遊

具整備支援事業 

町会等が設置している児童遊園地遊具施設の整備に対し補助

金を交付します。 
こども課 

こどもの国運営事業 

こどもの健やかな成長と発達のための施設である「こどもの

国」を、安全で快適に利用できるように運営を行います。また、

健全な遊びを通して、こどもたちの情操を育むことを目的に、親

子で楽しめる事業を実施します。 

こども課 

こどもの国維持管理

事業 

こどもの国が安全で快適に利用できるよう、施設及び遊具の維

持管理を行います。 
こども課 

南児童館管理運営事

業 

地域における健全育成の拠点である児童館を、安全で快適に利

用できるように児童館運営を行います。また、健全な遊びを通じ

て、こどもの情操を育むことを目的に、親子で楽しめる事業を実

施します。 

こども課 

東児童館管理運営事

業 

西児童館管理運営事

業 

田沼児童館管理運営

事業 

子育て支援まちなか

プラザ運営事業 

子育て家庭を総合的に支援するため、「佐野駅前交流プラザ（ぱ

るぽーと）」内に地域子育て支援拠点施設を設置し、子育て家庭

の交流の場の提供、一時預かり保育等を実施します。 

こども課 

交通安全教育事業 
市民の交通安全思想の高揚を図るため、交通教育指導員を配置

し、市内保育園・小学校等で交通安全教室を開催します。 
市民生活課 

交通指導員設置事業 
児童の登校時の安全確保のため、市内通学路に交通指導員を配

置します。 
市民生活課 

市道通学路整備事業 

佐野市通学路安全対策プログラムにおいて、各小中学校より危

険箇所として要望された市道通学路について、道路改良を必要と

する通学路の整備を進めます。 

道路河川課 
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関連事業名 施策の内容 担当課 

通学路安全対策事業 

学校から報告された通学路における交通安全、防犯、防災に関

する危険箇所について、点検や現状把握、対策の検討を行う佐野

市通学路安全対策連絡協議会を運営することで、安全なまちづく

りを推進します。 

教育総務課 

青少年健全育成市民

啓発事業 

青少年の非行・被害防止全国強調月間にあわせ、他の団体と連

携・協力し、街頭啓発活動を中心に青少年健全育成啓発を実施し、

市民の意識高揚を図ります。 

少年指導センタ

ー 

街頭補導実施事業 

少年補導員による街頭補導活動や青少年を取り巻く環境の浄

化活動により、青少年の非行防止及び非行の早期発見に努めま

す。 

少年指導センタ

ー 

消費生活センター運

営事業 

消費生活に関する相談及びあっせん、苦情処理、情報の収集及

び提供、消費者啓発のための資料等の配布・出前講座の開催を行

います。 

市民生活課 

消費生活啓発推進事

業 

消費生活啓発講座の開催、各種消費生活情報の提供を行いま

す。 
市民生活課 

安全情報共有システ

ム実施事業 

ＩＣＴを利用して情報の共有を図り、開かれた学校づくりや児

童生徒の安全確保を図ります。 
教育センター 

青少年相談事業 
青少年やその保護者等に対し、非行や悩みごとに関する相談業

務を実施し、助言指導を行います。 

少年指導センタ

ー 

南児童館遊具改修事

業 

南児童館の遊具（すべり台）について、利用者が安全に利用

できるよう機能強化を図る改修を行います。 
こども課 

東児童館空調設備改

修事業 

東児童館の空調について、利用者が安心安全に過ごせるよう、

また、暑さ対策としてのクーリングシェルターの機能を十分に発

揮できるようにするため、空調設備の機能強化を図る改修を行い

ます。 

こども課 

西児童館遊戯室床改

修事業 

西児童館遊戯室の床面について、利用者が安心安全に利用でき

るよう、床面塗装や張り替えなど、機能強化を図ります。 
こども課 

西児童館空調設備改

修事業 

西児童館の空調について、利用者が安心安全に過ごせるよう、

また、暑さ対策としてのクーリングシェルターの機能を十分に発

揮できるようにするため、空調設備の機能強化を図る改修を行い

ます。 

こども課 

こどもの国トイレ改

修事業 

こどもの国のトイレについて、利用者が安心安全に利用できる

よう、洋式化等の機能強化を図る改修を行います。 
こども課 

こどもの国遊具改修

事業 

こどもの国の遊具について、新たなニーズに対応するため、遊

具改修を行います。 
こども課 
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関連事業名 施策の内容 担当課 

公園施設改修事業 
公園施設長寿命化計画（令和７年度から令和 11 年度）に基づ

き、こどもが利用する遊具について改修を行います。 
都市整備課 

運動公園等長寿命化

事業 

公園施設長寿命化計画（令和７年度から令和 11 年度）に基づ

き、こどもが利用する遊具について改修を行います。 
スポーツ推進課 

放課後児童健全育成

事業（施設整備分） 

近年の利用ニーズの高まりの状況から、公立こどもクラブの空

調やトイレ等の環境改善につながる施設整備を行います。 
こども課 

こどもクラブ施設整

備事業 

義務教育学校の新設に伴う整備や不足となる学校区への整備

など、公立こどもクラブの整備を推進します。 
こども課 

私立幼稚園支援事業

（施設整備分） 

市内の私立幼稚園等が行う子育て支援機能の強化につながる

施設整備や空調やトイレ等の環境改善につながる施設整備に対

し、支援を行います。 

保育課 

民間放課後児童クラ

ブ施設整備支援事業 

市が運営を委託する民間の放課後児童クラブが行う施設等の

整備に対し、支援を行います。 
こども課 

民間保育施設整備支

援事業 

改修や整備を希望する市内の民間保育施設等が行う子育て支

援機能の強化につながる施設整備や空調やトイレ等の環境改善

につながる施設整備に国の補助金等を活用し、支援を行います。 

保育課 

保育所運営事業 

（施設整備分） 

公立保育園の子育て支援機能の強化につながる施設整備や空

調やトイレ等の環境改善につながる施設整備を行います。 
保育課 

くずう保育園空調設

備更新事業 

老朽化・旧式化した「くずう保育園」の空調設備について、冷

暖房能力が高く、消費電力の少ないものに更新し、安全で快適な

保育環境の整備を図ります。 

保育課 
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基本目標７ 地域で進める「こどもまんなか」まちづくり 

■特に関連する事業 

関連事業名 施策の内容 担当課 

こども・若者の意見

聴取推進事業 

学校への訪問等、様々な機会を捉えて、こども・若者から広く

意見を聴くとともに、声を上げにくいこども・若者からも意見を

聴く機会を創出します。 

こども政策課 

コミュニティ・スク

ール推進事業 

学校運営方針等の達成のために必要な支援に関する協議を行

い、学校と地域が連携・協働して課題解決に向け取り組むことで、

地域とともにある信頼される学校づくりを推進します。 

教育総務課 

地域学校協働活動推

進事業 

各地域において、こども、保護者、教職員、地域住民が学び合

い高め合える地域コミュニティーの創造を目指し、学校支援ボラ

ンティアが安心して活動できるように保険加入を進めるととも

に、地域コーディネーター等の資質向上のための研修会を開催し

ます。 

生涯学習課 

障がい福祉事務 

（障がい児を育てる

地域の支援体制） 

生涯にわたる一貫した支援のために、こどもの成長や発達の様

子、相談記録などを保護者がファイリング、補完するためのサポ

ートファイルの作成、配布を行います。 

障がい福祉課 

シティプロモーショ

ン情報発信事業 
佐野市の魅力となる観光情報、子育て、教育環境、移住等各制

度を収集・集約するとともに効果的な情報発信を実施します。 

広報ブランド推

進課 

ファミリー・サポー

ト・センター委託事

業 

育児の援助を行う者と育児の援助を受けたい者を会員とし、育

児に関する相互援助活動を組織化することにより、子育て支援を

行います。 

こども課 

防犯対策・意識啓発

事業（ながら見守り

協力隊登録） 

地域全体で積極的な防犯施策を推進するため、「ながら見守り

協力隊員」の「ながら見守り活動」により、こどもが安全で安心

して暮らせるまちづくりを推進します。 

危機管理課 

防犯対策・意識啓発

事業（「こども 110 ば

んの家」設置） 

地域住民が関係機関等と一体となって自主的にこどもの安全

を守るため、「こども 110 ばんの家」の登録を行い、こどもに対

する犯罪の未然防止を図ります。 

危機管理課 
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改定履歴 

・令和７年 11月 「くずう保育園空調設備更新事業」を追加 
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